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各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書－連結親法人が普通法人

（特定の医療法人を除く。）である連結法人の分（平成26年10月１日以後開

始連結事業年度等用） 
 

 

⑴ この届出書は、普通法人（措置法第67条の２第１項((特定の医療法人の法人税率の特例))の規定

により承認を受けた医療法人を除きます。以下同じです。）である連結親法人に係る連結子法人が、

法第81条の25((連結子法人の個別帰属額等の届出))の規定により、当該連結子法人の本店又は主た

る事務所の所在地の所轄税務署長に個別帰属額等を記載した書類（連結法人税の個別帰属額、連

結地方法人税の個別帰属額及びこれらの計算の基礎を記載した書類）を提出する場合の「連結法

人税の個別帰属額及び連結地方法人税の個別帰属額を記載した書類」として使用します。 

⑵ この届出書は、普通法人である連結親法人が、連結確定申告書に添付する連結親法人分及び当

該連結親法人に係る連結子法人分の連結法人税の個別帰属額、連結地方法人税の個別帰属額及び

これらの計算の基礎を記載した書類を作成する場合の「連結法人税の個別帰属額及び連結地方法

人税の個別帰属額を記載した書類」として使用します。 

この場合において、連結子法人分については、⑴により作成したものの写しを使用することと

して差し支えありません。 

なお、連結子法人分の個別帰属額の計算の基礎を記載した書類については、連結確定申告書及

び地方法人税確定申告書への添付を省略することができます。 

また、連結親法人が連結確定申告書及び地方法人税確定申告書と併せて復興特別法人税申告書

を提出する場合において、連結法人税の個別帰属額及び連結地方法人税の個別帰属額と併せて連

結復興特別法人税の個別帰属額を記載した書類（この届出書の様式を使用して作成した書類）を

連結確定申告書及び地方法人税確定申告書に添付したときは、連結復興特別法人税の個別帰属額

を記載した書類を復興特別法人税申告書に添付したものとして取り扱われますので、当該書類を

復興特別法人税申告書に添付しなくても差し支えありません。 

( )注 個別帰属額の計算の基礎を記載した書類の作成に当たっては、別表三㈡～別表十七の二㈢付表二並びにこの届

出書の付表一・二及び復興特別法人税申告書別表二～別表三付表を使用してください。なお、連結確定申告書の

別表の写しを使用することとして差し支えありません。 

 

欄 記  載  要  領 注 意 事 項 

 別表一の二㈠の「同非区分」に表示する連結

親法人の区分を表示します。 

この欄は、各連結法人

の「同非区分」を表示す

るものではなく、連結親

法人の「同非区分」を表

示するものです。 

「旧所在地及び旧法人名」 当期中に連結親法人の納税地若しくは連結子

法人の所在地又は法人名に変更があった場合に

は、旧納税地若しくは旧所在地又は旧法人名を

記載します。 

 

「※税務署処理欄」 原則として記載する必要はありません。 

ただし、「売上金額」については、損益計算書

売上金額は、消費税の

事業者免税点の参考と

１ この届出書の用途 

２ 各欄の記載要領 

同 非 区 分 
特 定 

同 族 会 社 
同 族 会 社 非同族会社 
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欄 記  載  要  領 注 意 事 項 

の売上（収入）金額の合計額（雑収入、営業外

収益及び特別利益を除きます。）を100万円単位

（100万円未満の端数は切り上げます｡）で記載し

てください。 

なり、また税務署におけ

る事務の効率化にもつな

がることから、記載をお

願いしています。 

 税務署から送付する用紙以外の用紙を使用し

ているため、翌期以降、届出書用紙（個別帰属

額の届出書、個別帰属額等届出書付表セット、

勘定科目内訳明細書及び法人事業概況説明書（又

は会社事業概況書）をいいます。）の送付が不要

な場合には「否」に○をします。 

「送付不要」としてい

る連結法人が、翌期以

降、「要」に○をしても、

届出書用紙のうち個別帰

属額等届出書付表セッ

ト及び勘定科目内訳明

細書は送付されませんの

で御注意ください。 

個別帰属額等届出書

付表セット及び勘定科目

内訳明細書の送付も必

要な場合には、所轄の税

務署へ御連絡ください。 

届出書用紙などの各種

様式は、国税庁ホームペ

ージ（www.nta.go.jp）

に掲載していますのでこ

れを印刷して御使用くだ

さい。 

 税理士法第30条((税務代理の権限の明示))に規

定する書面を届出書に添付する場合には、○を

してください。 

 

「連結事業年度分の   申

告に係る届出書」 

空欄には、次の区分に応じ、それぞれ次によ

り記載します。 

⑴ 連結確定申告に係るもの………「連結確定」 

⑵ 連結確定申告の修正申告に係るもの…「修

正連結確定」 

⑶ 期限後申告に係るもの…………「期限後連

結確定」 

⑷ 更正に係るもの…………………「更正申告」 

⑸ 決定に係るもの…………………「決定申告」 

⑷又は⑸の場合には、

空欄に「更正」又は「決

定」と記載するとともに、

左のように「申告」を二

重線で消してください。 

「個別所得金額又は個別欠損

金額１」 

次の連結法人の区分に応じ、それぞれ次によ

り記載します。 

⑴ 別表七の二付表一「24」に金額の記載のあ

る連結法人 

別表四の二付表「55の①」の金額を中段の

(イ)に記載し、別表七の二付表一「24」の金

額を下段の(ロ)に記載し、(イ)の金額と(ロ)

の金額を合計した金額を上段に記載します。 

⑵ ⑴以外の連結法人 

別表四の二付表「55の①」の金額を中段の

(イ)に記載し、同額を上段に記載します。 

 

   

翌年以降 
送付要否 

要 否 

税理士法第30条 

の 書 面 提 出有 
有 
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欄 記  載  要  領 注 意 事 項 

「連結法人税額の特別控除額

の個別帰属額３」 

 別表六の二(三)付表一の｢7｣＋別表六の二(三)

付表二の（｢4｣＋｢8｣＋｢36｣）＋別表六の二(四)

付表一の｢7｣＋別表六の二(四)付表二の（｢4｣＋

｢16｣）＋別表六の二(五)付表の｢8｣＋別表六の二

(六)付表の｢11｣＋別表六の二(八)の｢19｣＋別表

六の二(九)の｢30｣＋別表六の二(十)の｢20｣＋別

表六の二(十一)の｢20｣＋別表六の二(十二)の

｢20｣＋別表六の二(十三)の｢20｣＋別表六の二(十

四)の｢18｣＋別表六の二(十五)の(｢29｣＋｢30｣＋

｢31｣)＋別表六の二(十六)の｢10｣＋別表六の二

(十七)の｢19｣＋別表六の二(十八)の｢5｣＋別表六

の二(十九)の｢15｣＋別表六の二(二十)の｢20｣＋

別表六の二(二十一)の｢9｣により計算した金額を

記載します。 

 ただし、地域再生法一部改正法の施行日（平

成27年８月10日）前に終了した連結事業年度に

ついては、別表六の二(三)付表一の｢7｣＋別表六

の二(三)付表二の（｢4｣＋｢8｣＋｢36｣）＋別表六

の二(四)付表一の｢7｣＋別表六の二(四)付表二の

（｢4｣＋｢16｣）＋別表六の二(五)付表の｢8｣＋別表

六の二(六)付表の｢11｣＋別表六の二(八)の｢19｣

＋別表六の二(九)の｢30｣＋別表六の二(十)の

｢20｣＋別表六の二(十一)の｢20｣＋別表六の二(十

二)の｢20｣＋別表六の二(十三)の｢20｣＋別表六の

二(十四)の｢11｣＋別表六の二(十六)の｢10｣＋別

表六の二(十七)の｢19｣＋別表六の二(十八)の｢5｣

＋別表六の二(十九)の｢15｣＋別表六の二(二十)

の｢20｣＋別表六の二(二十一)の｢9｣として計算し

た金額を記載します。 

 

「連結納税の承認を取り消さ

れた場合等における既に控

除された連結法人税額の特

別控除額の加算額の個別帰

属額５」 

次により記載します。 

⑴ 別表六(二十六)｢31｣の金額の個別帰属額を

記載します。 

⑵ 法第４条の５第１項((連結納税の承認の取消

し))の規定により法第４条の２((連結納税義務

者))の承認を取り消された日の前日の属する連

結事業年度で、次に掲げる規定の適用により

法人税額に加算することとされている金額が

ある場合には、その金額に係る個別帰属額に

ついてもこの欄に記載します。 

① 措置法第68条の10第５項((連結納税の承

認を取り消された場合のエネルギー環境負

荷低減推進設備等に係る法人税額)) 

② 措置法第68条の11第12項((連結納税の承

認を取り消された場合の中小連結法人の機

械等に係る法人税額)) 

③ 措置法第68条の13第４項((連結納税の承

認を取り消された場合の沖縄の特定地域に

おける工業用機械等に係る法人税額)) 
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欄 記  載  要  領 注 意 事 項 

④ 措置法第68条の14第５項((連結納税の承

認を取り消された場合の国家戦略特別区域

における機械等に係る法人税額)) 

⑤ 措置法第68条の15第５項((連結納税の承

認を取り消された場合の国際戦略総合特別

区域における機械等に係る法人税額)) 

⑥ 措置法第68条の15の４第５項((連結納税

の承認を取り消された場合の連結特定中小

法人の経営改善設備に係る法人税額)) 

⑦ 平成27年改正前の措置法第68条の９第11

項((連結納税の承認を取り消された場合の試

験研究費の額に係る法人税額))（平成27年改

正前の平成25年改正法附則第75条((連結法

人が試験研究を行った場合の法人税額の特

別控除の特例に関する経過措置))の規定によ

りなおその効力を有するものとされる平成

25年改正前の措置法第68条の９の２第７項

((試験研究を行った場合の法人税額の特別

控除の特例))の規定により読み替えて適用す

る場合を含みます。） 

⑧ 平成24年改正法附則第33条第１項((沖縄

の特定中小連結法人が経営革新設備等を取

得した場合の法人税額の特別控除に関する

経過措置))の規定によりなおその効力を有す

るものとされる平成24年改正前の措置法第

68条の14第５項((連結納税の承認を取り消

された場合の沖縄の特定中小連結法人の経

営革新設備等に係る法人税額)) 

⑨ 平成23年12月改正法附則第72条((連結法

人がエネルギー需給構造改革推進設備等を

取得した場合の法人税額の特別控除に関す

る経過措置))の規定によりなおその効力を有

するものとされる平成23年12月改正前の措

置法第68条の10第５項((連結納税の承認を

取り消された場合のエネルギー需給構造改

革推進設備等に係る法人税額)) 

⑩ 平成23年12月改正前の措置法第68条の12

第７項((連結納税の承認を取り消された場合

の事業基盤強化設備等に係る法人税額)) 

⑪ 平成22年改正法附則第110条((連結法人が

情報基盤強化設備等を取得した場合の法人

税額の特別控除に関する経過措置))の規定

によりなおその効力を有するものとされる

平成22年改正前の措置法第68条の15第５項

((連結納税の承認を取り消された場合の情報

基盤強化設備等に係る法人税額)) 

「連結法人税個別帰属額計

10」 

その連結法人につき措置法第68条の67第１項 

((使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例))に

この場合、「差引連結所

得に対する連結法人税個
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欄 記  載  要  領 注 意 事 項 

規定する使途秘匿金の支出がある場合には、使

途秘匿金の支出額の40％相当額をこの欄の上段

に外書として記載します。 

別帰属額12」の記載に当

たっては、この外書とし

て記載した金額を「10」

に含めて計算します。 

「連結欠損金の繰戻しによる

還付金の個別帰属額13」、「連

結法人税個別帰属額14」及

び「この届出の基因となっ

た申告等により増加又は減

少する連結法人税個別帰属

額19」の外書 

法第81条の31((連結欠損金の繰戻しによる還

付))の規定により還付の請求をした法人税の額

（その連結法人に帰せられるものに限ります。）

で還付されていないものがあるときに、当該金

額を記載します。 

 

「連結欠損金の繰戻しによる

還付金の個別帰属額13」 

修正申告をする場合において、法第81条の31

第４項において準用する法第80条第６項((欠損金

の繰戻しによる還付))の規定により還付を受ける

金額に係る還付加算金があるときは、その還付

加算金の額（その連結法人に帰せられるものに

限ります。）を含めて記載します。 

 

「この届出の基因となった申

告等により増加又は減少す

る連結法人税個別帰属額⒁

－⒅19」 

「14」の金額から「18」の金額を減算した金額

がマイナスとなる場合には、そのマイナスの金

額（△印を付けます。）を記載します。 

 

「連結親法人が中小法人の場

合」の各欄 

連結親法人が法第81条の12第２項((中小法人

の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の

税率))の規定の適用を受ける場合に記載します。 

 

「算出連結法人税個別帰属 

額（(25)×
(27)

 (24) 
）又は（(25)×15％ 

相当額）28」 

次の場合に応じ、それぞれ次により記載しま

す。 

⑴ 「連結所得金額24」が０である場合 

  (25)×
 (27) 

 (24) 
 又は(25)×15％相当額 

⑵ ⑴以外の場合 

  (25)×
 (27) 

 (24) 
 又は(25)×15％相当額 

 

「算出連結法人税個別帰属

額（(26)の25.5％又は23.9％相

当額）29」 

次の場合に応じ、それぞれ次により記載します。 

⑴ 当期が平成27年４月１日前に開始した連結事

業年度である場合 

  (26)の25.5％又は23.9％相当額 

⑵ 当期が平成27年４月１日以後に開始する連結

事業年度である場合 

 (26)の25.5％又は23.9％相当額 

 

 

 

 

 


